
北陸信越運輸局の設置

北  陸  信  越  運  輸  局 運  輸  支  局 自動車検査登録事務所

設置年月日 平成14年7月1日 平成14年7月1日 昭和60年4月1日

 国土交通省組織令の一部を
                       改正する政令

 国土交通省設置法の一部を
                          改正する法律

 道路運送法等の一部を
                       改正する法律

（平成14年6月7日政令第200号） （平成14年5月31日法律第54号） （昭和59年8月10日法律第67号）

 国土交通省組織令の一部を
                          改正する政令

（平成14年6月7日政令第200号）

参 考

 東北運輸局、新潟運輸局及び中部
運輸局の管轄区域の変更により、新
潟・長野・富山・石川の４県を管轄す
る運輸・交通行政を所管する地方支
分部局として設置。

 従前の陸運支局と海運支局を統合し
関係業務の総合的実施により、行政
サービスの一層の向上を図ることを目
的として設置。都道府県を単位とした
管轄区域。

 運輸支局の所掌事務である自動車の
検査・登録の事務を分掌させることを
目的に設置。

※地方運輸局の発足：昭和59年7月１日（運輸省の地方支分部局たる陸運局と海運局を統合）

※国土交通省の発足：平成13年1月6日（北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省を統合）
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